
（　第　３　号　）

　　　議案第７号

令和 ６ 年度

二戸市水道事業会計補正予算





事　　項 期間 限度額

令和７年度から
令和11年度まで

　第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

　　（債務負担行為）

議案第７号

　　　令和６年度二戸市水道事業会計補正予算（第３号）

　（総則）

第１条　令和６年度二戸市の水道事業会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩手県二戸市長　藤　原　　　淳　

　　令和６年１２月５日提出

第２条　令和６年度二戸市水道事業会計予算第９条を第10条とし、第５条から第８条までを１

　条ずつ繰り下げ、第４条の次に次の１条を加える。

　二戸市水道施設運転管理等
　業務委託

1,062,930千円

－ 3 －






